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労働者の経済補償金について 

 
  1995年 1月 1日から実施されている「労働契約違反・解除の場合における経済補償弁
法」により、労働契約の双方は協議の上で、雇用側が労働契約を解除するということに合

意した場合、雇用側は労働者の勤続年数に応じて、満一年ごとに 1 ヶ月分の給料に相当す
る金額の経済補償金を給付し、一年未満の場合、一年として計算することとなっています。

注意してほしいのは、地域によって経済補償金の給付基準も異なります。たとえば、「上海

市労働契約条例」第 45条の規定によれば、雇用側が労働者の勤続年数に基づき、満一年ご
とに 1ヶ月分の賃金に相当する額の経済補償金を給付し、満 6ヶ月以上 1年未満の場合、1
年として計算することとなっています。また、雇用側は労働契約解除後、規定のとおりに

労働者に経済補償を給付しない場合、経済補償金を給付するほか、当該経済補償金額の 50％
という基準で所定外経済補償金を給付しなければならない。 
  但し、「中華人民共和国労働法の施行に関わる若干問題に関する意見」第 39 条に、労
働者が次の各号の何れかに該当する場合、雇用側が労働契約を解除し、経済補償金を給付

しないことができます：①試用期間において労働者が採用条件に適合しないことが証明さ

れた場合； ②労働者が労働規則若しくは雇用側の規則に著しく違反した場合； ③労働

者が著しい職務上の怠慢、私利のための不正行為をし、雇用側が重大な損害を被った場合； 

④労働者が刑事責任を追及された場合。 
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